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議案第１号 

規約等の一部改正（案） 

 

１ 改正の趣旨・内容 

国の２年度補正予算において措置された「新市場開拓に向けた水

田リノベーション事業」は令和５年度から「畑作物産地形成促進事

業」及び「コメ新市場開拓等促進事業」に移行し、令和４年度事業

の清算事務が令和５年度中に完了したため、これに係る規約等の一

部を改正する。 
 
２ 具体的改正内容 

規約等の以下条項の「新市場開拓に向けた水田リノベーション事

業」にかかる事項を削除する。 
 
（１）福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

第７章 会計 
  （資金） 第 26 条 

（２）福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 
（事務処理体制）第３条 表の福島県、福島県農業協同組合中央

会の項 
（３）福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

第１章 総則 

   (適用範囲）第２条 

（会計区分）第４条 
（会計事務責任者）第８条第２項 事務の区分ごとの会計事務責任

者の表 
  
３ 新旧対照表 

別添のとおり。 
 

４ その他 

   規約及び規程の改正は、令和６年６月４日から施行する。 

 

以上 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約一部改正新旧対照表 

 

改 正 後 現  行 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

平成１６年 ４月 ８日制定 

(略) 

 令和４年１１月３０日一部改正 

令和６年 ６月 ４日一部改正 

 

目次（略） 

第１章～第６章（略） 

第７章 会計 

第 25 条 (略) 

 (資金) 

第 26 条 推進会議の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

  (1)  水田農業改革支援事業（経営所得安定対策等推進事業費）

補助金 

  (削 除)                        

(2) 物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補助金  

(3)  負担金 

  (4) 前年度繰越金 

(5) その他の収入 

 第 27 条～第 30 条 （略） 

第８章～第９章（略） 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約 

平成１６年 ４月 ８日制定 

（略） 

 令和４年１１月３０日一部改正 

                                    

 

目次（略） 

第１章～第６章（略） 

第７章 会計 

第 25 条（略） 

 (資金) 

第 26 条 推進会議の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

  (1)  水田農業改革支援事業（経営所得安定対策等推進事業費）

補助金 

(2) 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業補助金 

(3) 物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補助金  

(4)  負担金 

  (5) 前年度繰越金 

(6) その他の収入 

第 27 条～第 30 条 （略） 

第８章～第９章（略） 



3 
 

 

附 則（令和６年６月４日） 

この規約は、令和６年６月４日から施行する。 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 新旧対照表 

 

改 正 後 現  行 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

 

                  平成１６年４月 ８日制定 

（略） 

令和５年２月６日一部改正 

令和６年６月４日一部改正 

 

第１条～第２条（略） 

（事務処理体制） 

第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、

同表の中欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に掲

げる者を責任者とする。 

福島県 経営所得安定対策等に係る

事務 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

（削除）            

             

      

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業の実施に係

農林水産部水

田畑作課長 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程 

 

平成１６年４月 ８日制定                                

           （略） 

令和５年２月６日一部改正 

             

 

第１条～第２条（略） 

（事務処理体制） 

第３条 推進会議の事務処理は、次の表の左欄に掲げる事務局が、

同表の中欄に掲げる事務を分担して行うものとし、同表の右欄に

掲げる者を責任者とする。 

福島県 経営所得安定対策等に係る

事務 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

新市場開拓に向けた水田リ

ノベーション事業の実施に

係る事務 

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業の実施に係

農林水産部水

田畑作課長 
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る事務 

畑作物産地形成促進事業の

実施に係る事務 

コメ新市場開拓等促進事業

の実施に係る事務 

その他規約第４条第１項第

２号に係る事務 

福島県農業協同組

合中央会 

水田農業改革支援事業（経営

所得安定対策等推進事業費）

補助金等に係る事務 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

（削除）            

             

      

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業の実施に係

る事務 

畑作物産地形成促進事業の

実施に係る事務 

コメ新市場開拓等促進事業

の実施に係る事務 

その他規約第４条第１項第

２号に係る事務 

水田農業を担

当する部署の

長 

る事務 

畑作物産地形成促進事業の

実施に係る事務 

コメ新市場開拓等促進事業

の実施に係る事務 

その他規約第４条第１項第

２号に係る事務 

福島県農業協同組

合中央会 

水田農業改革支援事業（経営

所得安定対策等推進事業費）

補助金等に係る事務 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

新市場開拓に向けた水田リ

ノベーション事業の実施に

係る事務 

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業の実施に係

る事務 

畑作物産地形成促進事業の

実施に係る事務 

コメ新市場開拓等促進事業

の実施に係る事務 

その他規約第４条第１項第

２号に係る事務 

水田農業を担

当する部署の

長 
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全国農業協同組合

連合会福島県本部 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

米穀部長 

福島県米穀肥料協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

理事長 

福島県米麦事業協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

理事長 

福島第一食糧卸協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

代表理事 

福島県担い手育成

総合支援協議会 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

会長（（一社）

福島県農業会

議事務局長） 

２ （略） 

 

第４条 （略） 

 

  附 則（令和６年６月４日議決） 

この規程は、令和６年６月４日から施行する。 

 

全国農業協同組合

連合会福島県本部 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

米穀部長 

福島県米穀肥料協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

理事長 

福島県米麦事業協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

理事長 

福島第一食糧卸協

同組合 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

代表理事 

福島県担い手育成

総合支援協議会 

経営所得安定対策等の周知

および推進に係る事務 

会長（（一社）

福島県農業会

議事務局長） 

２ （略） 

 

第４条 （略） 
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福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 新旧対照表 

 

改 正 後 現  行 

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

 

平成１６年４月 ８日制定 

                （略） 

令和４年１１月３０日一部改正 

令和６年６月４日一部改正 

 

目次（略） 

 

第１章 総則 

第１条  （略） 

（適用範囲） 

第２条 推進会議の会計業務に関しては、福島県農産振興事業補

助金交付要綱（平成１６年４月１日付け１６生流第２号農林水

産部長通知）、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

（平成２７年４月９日付け２６経営第３５７０号農林水産事務

次官依命通知）、  (削 除)                                  

                              

                              

   物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業交付要綱（令和

４年１２月２１日付け４生流第３０６２号農林水産部長通知）

福島県水田農業産地づくり対策等推進会議会計処理規程 

 

平成１６年４月 ８日制定 

                （略） 

令和４年１１月３０日一部改正 

               

 

目次（略） 

 

第１章 総則 

第１条   （略）  

（適用範囲） 

第２条 推進会議の会計業務に関しては、福島県農産振興事業補助

金交付要綱（平成１６年４月１日付け１６生流第２号農林水産

部長通知）、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱（平

成２７年４月９日付け２６経営第３５７０号農林水産事務次官

依命通知）、農林水産物・食品輸出促進対策事業費補助金のうち

新市場開拓に向けた水田リノベーション事業交付要綱（令和３

年１月２９日付け２政統第１９１４号農林水産事務次官依命通

知）物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業交付要綱（令和

４年１２月２１日付け４生流第３０６２号農林水産部長通知）
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及び福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約（以下「規

約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よる。 

第３条   （略） 

(会計区分) 

第４条 推進会議の会計区分は、次に掲げるとおりとし、事業年

度ごとに区分して経理する。 

(1) 水田農業改革支援事業（経営所得安定対策等推進事業費）

補助金等会計 

 （削除）                         

  (2) 物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補助金 

２～３ （略） 

第５条～第７条 （略） 

(会計事務責任者) 

第８条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程

第３条に定める各事務の区分ごとに会計事務責任者を置く。 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、

同表の右欄に掲げる者とする。 

 

水田農業改革支援事業（経

営所得安定対策等推進事業

費）補助金等 

福島県農業協同組合中央会に

おいて水田農業を担当する部

署の長 

及び福島県水田農業産地づくり対策等推進会議規約（以下「規

約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よる。 

第３条   （略） 

(会計区分) 

第４条 推進会議の会計区分は、次に掲げるとおりとし、事業年度

ごとに区分して経理する。 

(1) 水田農業改革支援事業（経営所得安定対策等推進事業費）補

助金等会計 

(2)  新市場開拓に向けた水田リノベーション事業補助金 

(3) 物価高騰に伴う穀類乾燥調製施設支援事業補助金 

２～３ （略） 

第５条～第７条 （略） 

(会計事務責任者) 

第８条 福島県水田農業産地づくり対策等推進会議事務処理規程第

３条に定める各事務の区分ごとに会計事務責任者を置く。 

２ 次の表の左欄に掲げる事務の区分ごとの会計事務責任者は、同

表の右欄に掲げる者とする。 

 

水田農業改革支援事業（経

営所得安定対策等推進事業

費）補助金等 

福島県農業協同組合中央会に

おいて水田農業を担当する部

署の長 
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うち福島県担い手育成総合

支援協議会事務局が所掌す

る事務 

福島県担い手育成総合支援協

議会長 

（福島県農業会議事務局長） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業補助金 

福島県農業協同組合中央会に

おいて水田農業を担当する部

署の長 

第９条（略） 

 

第２章～第７章 （略） 

 

  附則（令和６年６月４日議決） 

この規程は、令和６年６月４日から施行する。 

 

 

 

うち福島県担い手育成総合

支援協議会事務局が所掌す

る事務 

福島県担い手育成総合支援協

議会長 

（福島県農業会議事務局長） 

新市場開拓に向けた水田リ

ノベーション事業補助金 

福島県農業協同組合中央会に

おいて水田農業を担当する部

署の長 

物価高騰に伴う穀類乾燥調

製施設支援事業補助金 

福島県農業協同組合中央会に

おいて水田農業を担当する部

署の長 

第９条（略） 

 

第２章～第７章 （略） 

 

                  

                       

 

 


